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(57)【要約】
　【課題】全体を折りたたんでコンパクトに携帯するこ
とができる上に、表面シートに筋や折り癖が発生するの
を防止又は抑制することができるモバイルホワイトボー
ド、さらにはこのような性質を有する携帯用シート状物
を提供する。
　【解決手段】開き姿勢及び接近して対面する閉じ姿勢
をとり得る対をなす表紙部を有した外装部材と、この外
装部材の内面側に配設され前記対をなす表紙部に一端側
の片半領域及び他端側の片半領域がそれぞれ支持された
状態で開き姿勢及び閉じ姿勢をとり得る表面シートと、
前記閉じ姿勢において前記表面シートの前記両片半領域
間に位置する境界領域が滑らかに湾曲し得るように前記
外装部材と前記表面シートとの相対的な位置関係を調整
するための相対位置調整手段とを具備してなる構成を採
用する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
開き姿勢及び接近して対面する閉じ姿勢をとり得る対をなす表紙部を有した外装部材と、
この外装部材の内面側に配設され前記対をなす表紙部に一端側の片半領域及び他端側の片
半領域がそれぞれ支持された状態で開き姿勢及び閉じ姿勢をとり得る表面シートと、前記
閉じ姿勢において前記表面シートの前記両片半領域間に位置する境界領域が滑らかに湾曲
し得るように前記外装部材と前記表面シートとの相対的な位置関係を調整するための相対
位置調整手段とを具備してなるモバイルホワイトボード。
【請求項２】
前記相対位置調整手段が、前記開き姿勢から前記閉じ姿勢にいたる途上で、前記外装部材
の実質的な長さ寸法及び前記表面シートの実質的な長さ寸法の少なくとも一方を変化させ
るようにしたものである請求項１記載のモバイルホワイトボード。
【請求項３】
前記外装部材が、内部空間を基端側に開放した二重壁構造の前記表紙部と、これら表紙部
の基端に隣接配置された背表紙部とを備えたものであり、
前記相対位置調整手段が、前記背表紙部の少なくとも一方の側縁に連結板を背表紙ととも
に回動しうるように設け、前記連結板を対応する表紙部の内部空間にスライド可能に嵌合
させてなるものである請求項１又は２記載のモバイルホワイトボード。
【請求項４】
前記相対位置調整手段が、前記開き姿勢から前記閉じ姿勢にいたる途上で、前記外装部材
に対する前記表面シートの取付け位置を相対的に移動させるようにしたものである請求項
１記載のモバイルホワイトボード。
【請求項５】
前記外装部材が、前記対をなす表紙部と、これら表紙部の基端に両側縁を蝶着してなる背
表紙部とを備えたものであり、
前記相対位置調整手段が、前記表面シートの一端側の片半領域を前記一方の表紙部に相対
移動可能に取り付けるとともに、他端側の片半領域を前記他方の表紙部に相対移動不能に
取り付けたものである請求項１又は４記載のモバイルホワイトボード。
【請求項６】
前記相対位置調整手段が、前記閉じ姿勢において、前記外装部材側に前記表面シートとの
干渉を防止又は抑制するための逃がし窓が形成されるようにしたものである請求項１記載
のモバイルホワイトボード。
【請求項７】
前記外装部材が、前記逃がし窓に扉を設けたものであり、
前記相対位置調整手段が、前記開き姿勢において前記扉が前記表紙部と略面一に連続して
前記逃がし窓を塞ぐとともに、前記閉じ姿勢において前記扉が前記表紙部の閉じ動作を利
用して前記逃がし窓を開放する位置まで開くように構成されたものである請求項６記載の
モバイルホワイトボード。
【請求項８】
開き姿勢及び接近して対面する閉じ姿勢をとり得る対をなす表紙部を有した外装部材と、
この外装部材の内面側に配設され前記対をなす表紙部に一端側の片半領域及び他端側の片
半領域がそれぞれ支持された状態で開き姿勢及び閉じ姿勢をとり得る表面シートと、前記
閉じ姿勢において前記表面シートの前記両片半領域間に位置する境界領域が滑らかに湾曲
し得るように前記外装部材と前記表面シートとの相対的な位置関係を調整するための相対
位置調整手段とを具備してなる携帯用シート状物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体を折りたたんでコンパクトに携帯することができるモバイルホワイトボ
ード、及びこのような携帯用シート状物に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のホワイトボードとして、開き姿勢及び閉じ姿勢をとり得る外装部材と、
この外装部材の内面に添設された表面シートとを備えたものが知られている（例えば、特
許文献１を参照）。
【０００３】
　この外装部材は、対をなす表紙部と、これら表紙部の基端縁間に介設された背表紙部と
を備えてなるファイル状のもので、前記表紙部の基端縁と前記背表紙部の両側縁との間に
はヒンジ部が形成されている。そして、前記両表紙部を開いて前記表面シートを平面的に
展開した状態でホワイトボードとして使用することができるようになっている。
【０００４】
　ところが、前記表面シートは、前記表紙部及び背表紙部の内面に密着させてあり、前記
表紙部及び背表紙部の内面に沿った形態に変形する。そのため、外装部材の開閉に伴って
前記表面シートの前記ヒンジ部に対応する部位付近に筋や折り癖が発生し易い。
【０００５】
　以上に述べたような問題は、ホワイトボードに限らず、携帯用のシート状の物品（以下
、携帯用シート状物と称する）全般において生じうる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３１６６７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような事情に着目してなされたもので、全体を折りたたんでコンパクト
に携帯することができる上に、表面シートに筋や折り癖が発生するのを防止又は抑制する
ことができるモバイルホワイトボード、さらにはこのような性質を有する携帯用シート状
物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決すべく、請求項１に係る発明のモバイルホワイトボード、及び請求項
８に係る発明の携帯用シート状物は、いずれも以下に述べるような構成を有する。すなわ
ち請求項１に係る発明のモバイルホワイトボード、及び請求項８に係る発明の携帯用シー
ト状物は、いずれも、開き姿勢及び接近して対面する閉じ姿勢をとり得る対をなす表紙部
を有した外装部材と、この外装部材の内面側に配設され前記対をなす表紙部に一端側の片
半領域及び他端側の片半領域がそれぞれ支持された状態で開き姿勢及び閉じ姿勢をとり得
る表面シートと、前記閉じ姿勢において前記表面シートの前記両片半領域間に位置する境
界領域が滑らかに湾曲し得るように前記外装部材と前記表面シートとの相対的な位置関係
を調整するための相対位置調整手段とを具備してなる。
【０００９】
　このようなものであれば、前記相対位置調整手段を介して前記外装部材と前記表面シー
トとの相対的な位置関係を調整することにより、前記閉じ姿勢において前記表面シートの
境界領域が滑らかに湾曲する構成を実現できる。従って、全体を折りたたんでコンパクト
に携帯すべく外装部材及び表面シートを閉じ姿勢としつつ、表面シートに筋や折り癖が発
生するのを防止又は抑制することができる。
【００１０】
　なお、本発明において、表面シートの表面の色は白色に限らない。また、表面シートは
不透明なものに限らず、透明なもの又は半透明なものであってもよい。さらに、本発明に
おいて、「境界領域が滑らかに湾曲」とは、境界領域の表面の全体が滑らかに連続した状
態を保ちつつ曲がること全般を示す概念である。
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【００１１】
　請求項２に係る発明は、前記相対位置調整手段が、前記開き姿勢から前記閉じ姿勢にい
たる途上で、前記外装部材の実質的な長さ寸法及び前記表面シートの実質的な長さ寸法の
少なくとも一方を変化させるようにしたものである請求項１記載のモバイルホワイトボー
ドである。
【００１２】
　なお、本発明において、「外装部材（又は表面シート）の実質的な長さ寸法」とは、外
装部材（又は表面シート）の一端（一方の表紙部又は片半領域の回動端）から内面に沿っ
て他端（他方の表紙部又は片半領域の回動端）に至る最短距離を示す概念である。
【００１３】
　請求項３に係る発明は、前記外装部材が、内部空間を基端側に開放した二重壁構造の前
記表紙部と、これら表紙部の基端に隣接配置された背表紙部とを備えたものであり、前記
相対位置調整手段が、前記背表紙部の少なくとも一方の側縁に連結板を背表紙とともに回
動しうるように設け、前記連結板を対応する表紙部の内部空間にスライド可能に嵌合させ
てなるものである請求項１又は２記載のモバイルホワイトボードである。
【００１４】
　請求項４に係る発明は、前記相対位置調整手段が、前記開き姿勢から前記閉じ姿勢にい
たる途上で、前記外装部材に対する前記表面シートの取付け位置を相対的に移動させるよ
うにしたものである請求項１記載のモバイルホワイトボードである。
【００１５】
　請求項５に係る発明は、前記外装部材が、前記対をなす表紙部と、これら表紙部の基端
に両側縁を蝶着してなる背表紙部とを備えたものであり、前記相対位置調整手段が、前記
表面シートの一端側の片半領域を前記一方の表紙部に相対移動可能に取り付けるとともに
、他端側の片半領域を前記他方の表紙部に相対移動不能に取り付けたものである請求項１
又は４記載のモバイルホワイトボードである。
【００１６】
　請求項６に係る発明は、前記相対位置調整手段が、前記閉じ姿勢において、前記外装部
材側に前記表面シートとの干渉を防止又は抑制するための逃がし窓が形成されるようにし
たものである請求項１記載のモバイルホワイトボードである。
【００１７】
　請求項７に係る発明は、前記外装部材が、前記逃がし窓に扉を設けたものであり、前記
相対位置調整手段が、前記開き姿勢において前記扉が前記表紙部と略面一に連続して前記
逃がし窓を塞ぐとともに、前記閉じ姿勢において前記扉が前記表紙部の閉じ動作を利用し
て前記逃がし窓を開放する位置まで開くように構成されたものである請求項６記載のモバ
イルホワイトボードである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、全体を折りたたんでコンパクトに携帯することができる上に、表面シ
ートに筋や折り癖が発生するのを防止又は抑制することができるモバイルホワイトボード
、さらにはこのような性質を有する携帯用シート状物を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す斜視図。
【図２】図１におけるＡ－Ａ断面図。
【図３】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す斜視図。
【図４】図３におけるＢ－Ｂ断面図。
【図５】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す斜視図。
【図６】図５におけるＣ－Ｃ断面図。
【図７】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す分解斜視図。
【図８】本発明の第２の実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す斜視図。
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【図９】図８におけるＤ－Ｄ断面図。
【図１０】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す斜視図。
【図１１】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す正面図。
【図１２】図１１におけるＥ－Ｅ断面図。
【図１３】図１１におけるＦ－Ｆ断面図。
【図１４】図１１におけるＧ－Ｇ断面図。
【図１５】図１１におけるＨ－Ｈ断面図。
【図１６】図１１におけるＩ－Ｉ断面図。
【図１７】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す分解斜視図。
【図１８】本発明の第３の実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す斜視図。
【図１９】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す斜視図。
【図２０】図１８におけるＪ－Ｊ断面図。
【図２１】図１９におけるＫ－Ｋ断面図。
【図２２】図１９におけるＬ－Ｌ断面図。
【図２３】同実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す分解斜視図。
【図２４】本発明の他の実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す分解斜視図。
【図２５】本発明の他の実施形態に係るモバイルホワイトボードを示す図２０に対応する
断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　＜第１の実施形態＞
　本発明の第１の実施形態について、図１～図７を参照しつつ以下に示す。
【００２１】
　この実施形態に係る携帯用シート状物であるモバイルホワイトボードＷ１は、図１～図
７に示すように、開き姿勢（ｏ）及び接近して対面する閉じ姿勢（ｃ）をとり得る対をな
す表紙部１１、１３を有した外装部材１と、この外装部材１の内面側に配設され前記対を
なす表紙部１１、１３に一端側の片半領域１５及び他端側の片半領域１７がそれぞれ支持
された状態で開き姿勢（ｏ）及び閉じ姿勢（ｃ）をとり得る表面シート２と、前記閉じ姿
勢（ｃ）において前記表面シート２の前記両片半領域１５、１７間に位置する境界領域１
９が滑らかに湾曲し得るように前記外装部材１と前記表面シート２との相対的な位置関係
を調整するための相対位置調整手段３とを具備してなる。そして、前記相対位置調整手段
３は、前記開き姿勢（ｏ）から前記閉じ姿勢（ｃ）にいたる途上で、前記外装部材１の実
質的な長さ寸法を変化させるようにしたものである。ここで、外装部材１の実質的な長さ
寸法とは、その一端（一方の表紙部１１の回動端１１ａ）から内面に沿って他端（他方の
表紙部１３の回動端１３ａ）に至る最短距離を意味している。
【００２２】
　前記外装部材１は、内部空間３１、３３を基端１１ｂ、１３ｂ側に開放した二重壁構造
の前記表紙部１１、１３と、これら表紙部１１、１３の基端１１ｂ、１３ｂ間に配された
、換言すれば前記表紙部１１、１３の基端１１ｂ、１３ｂに隣接させて配置された背表紙
部２１とを備えたものである。
【００２３】
　すなわち、前記表紙部１１、１３は、図２、図４及び図６に示すように、基端１１ｂ、
１３ｂ側の上下方向中間領域１１ｃ、１３ｃが外壁２３、２５と内壁２７、２９との間に
内部空間３１、３３を有した二重壁構造をなしており、その内部空間３１、３３がこの表
紙部１１、１３の基端面に開口している。なお、前記表紙部１１、１３の回動端部や上下
の端部等に、マグネットを埋設してもよい。
【００２４】
　前記背表紙部２１は、上下に細長い長方形状をなす樹脂成形品であり、主に図２～図４
に示すように、上端部両側縁及び下端部両側縁にヒンジ３５を介して連結板３７、３９を
それぞれ、背表紙部２１とともに回動しうるように蝶着している。連結板３７、３９は、
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表紙部１１、１３と略同一の厚み寸法を有し先端面を前記表紙部１１、１３の基端面に対
向させた厚肉部４１、４３と、この厚肉部４１、４３の先端面に突設され前記表紙部１１
、１３の内部空間３１、３３にスライド可能に挿入される薄肉部４５、４７とを備えたも
ので、前記厚肉部４１、４３の上端及び下端部が前記ヒンジ３５を介して前記背表紙部２
１に蝶着されている。前記内部空間３１、３３には、前記薄肉部４５、４７を外方に弾性
付勢するスプリング４９、５１が内蔵させてある。
【００２５】
　すなわち、前記相対位置調整手段３は、前記背表紙部２１の両側縁に連結板３７、３９
をそれぞれ背表紙部２１とともに回動しうるように蝶着し、それらの連結板３７、３９を
対応する前記表紙部１１、１３の内部空間３１、３３にスライド可能に嵌合させてなるも
のである。
【００２６】
　前記表面シート２は、いわゆるホワイトボードシートと称される通常の材質のもので、
その表面にマーカーＭにより筆記可能である。この表面シート２は、例えば、開き姿勢（
ｏ）における前記外装部材１の大きさに対応する寸法のもので、少なくとも上下の縁を前
記表紙部１１、１３の上下の縁に略合致させてこれら表紙部１１、１３に貼り付けられて
いる。すなわち、図２～図６に示すように、この表面シート２の一方の片半領域１５は一
方の表紙部１１に添着され、他方の片半領域１７は他方の表紙部１３に添着されている。
この表面シート２の両片半領域１５、１７間に位置する境界領域１９は、前記外装部材１
には一切貼り付けられておらず、背表紙部２１と独立して変形しうるようになっている。
【００２７】
　また、このモバイルホワイトボードＷ１は、図１、図２及び図７に示すように、閉じ姿
勢（ｃ）で、背表紙部２１の外側にマーカーＭ及びイレーザーＥを収納可能なケースＣを
着脱可能に装着することができるようになっている。
【００２８】
　このケースＣは、ケース本体Ｃ１と、このケース本体Ｃ１を前記閉じ姿勢（ｃ）のモバ
イルホワイトボードＷ１に取り付けるための取付部Ｃ２とを具備してなる。前記ケース本
体Ｃ１は、イレーザーＥを収納するためのイレーザー収納部Ｃ１１とマーカーＭを収納す
るためのマーカー収納部Ｃ１３とを上下方向に隣接させて配した箱形のものである。前記
イレーザー収納部Ｃ１１は、イレーザー布Ｅ１を巻き付けたイレーザーコアＥ２を収納可
能な箱形のもので、イレーザーＥを収納した状態でイレーザーハンドルＥ３がこのイレー
ザー収納部Ｃ１１の蓋として機能するようになっている。前記マーカー収納部Ｃ１３は、
開閉扉Ｃ１５を有する箱形のもので、前記扉Ｃ１５を締めた状態でこの扉Ｃ１５の外面Ｃ
１５ａと前記イレーザーハンドルＥ３の外面Ｅ３ａとが略面一に連続するように構成して
ある。前記取付部Ｃ２は、ケース本体Ｃ１の側壁Ｃ１７に連続する側壁Ｃ１９と、前記ケ
ース本体Ｃ１の端壁Ｃ２１に連続する端壁Ｃ２３とを備えたもので、前記背表紙部２１及
び前記表紙部１１、１３の基端部を覆うようにしてモバイルホワイトボードＷ１に外嵌し
うるように構成されている。側壁Ｃ１９の先端部内面には、爪Ｃ２５が形成されており、
モバイルホワイトボードＷ１に外嵌した状態で前記爪Ｃ２５が表紙部１１、１３の基端部
外面に形成された凹陥部５３、５５に弾性係合するようになっている。なお、符号Ｃ２７
は、ケースＣの側面に設けられケースＣをモバイルホワイトボードＷ１に対して挿脱する
際の指掛となる突条である。符号Ｃ２９は、イレーザーＥの挿脱を容易にするための凹陥
部である。符号Ｃ３１は、開閉扉Ｃ１５の開閉を容易にするための凹陥部である。
【００２９】
　このような構成のものであれば、図１及び図２に示すような閉じ姿勢（ｃ）にすれば全
体がコンパクトになるため、便利に携帯することができる。また、このような閉じ姿勢（
ｃ）においては、表面シート２を保護することができ、その表面に傷が付くことを抑制す
ることもできる。
【００３０】
　このモバイルホワイトボードＷ１を使用する際には、まず、ケースＣを外方に牽引して
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取り外した上で、図３及び図４に示すように両表紙部１１、１３を開き、図５及び図６に
示すように開き姿勢（ｏ）にまで展開する。この開き姿勢（ｏ）においては、前記表面シ
ート２の両片半領域１５、１７が対応する表紙部１１、１３により裏当て支持されるとと
もに、前記表面シート２の境界領域１９が背表紙部２１により裏当て支持され、一枚の平
面的なボードとなる。すなわち、この状態で表面シート２にマーカーＭにより筆記したり
、イレーザーＥにより筆記したものを消したりすることが可能となる。このような使用状
態から、もとの閉じ姿勢（ｃ）に戻して携帯する際には、以上の説明と逆の操作により両
表紙部１１、１３を閉じればよいが、このような動作を繰り返しても、前記表面シート２
にはスジや折り癖が発生することがない。すなわち、図５及び図６に示す開き姿勢（ｏ）
においては、背表紙部２１と表紙部１１、１３とが突き合って表面シート２をほぼ密着し
た状態で裏当て支持しているが、表紙部１１、１３を図３及び図４に示すように閉じてい
く途上においては、連結板３７、３９が外方にスライドするため、湾曲しつつある表面シ
ート２の境界領域が１９強く背表紙部２１に押し付けられることがない。また、表紙部１
１、１３が図１及び図２に示すような閉じ姿勢（ｃ）に達した場合も、湾曲した表面シー
ト２の境界領域１９に背表紙部２１から無理な力が作用することがない。そのため、表面
シート２の境界領域１９は常に平面状態と滑らかに湾曲した状態との間で変形することに
なり、表面シート２にスジや折り癖がつくのを防止又は抑制することができる。
【００３１】
　また、この実施形態の構成によれば、外装部材１の実質的な長さを表紙部１１、１３と
背表紙部２１との結合部分の工夫により変更して前記外装部材１と表面シート２との相対
位置を調整するようにしているので、外装部材１の表紙部１１、１３の縁と表面シート２
の縁とを合致させやすい。そのため、同一構造をなす複数のモバイルホワイトボードＷ１
を机上において平面的に密着配置して広い面積を有したホワイトボードとして使用するこ
とも容易になる。この場合には、前述したマグネットの作用により複数のモバイルホワイ
トボードＷ１を相互に位置決めすることができる。
【００３２】
　＜第２の実施形態＞
　次いで、本発明の第２の実施形態について、図８～図１７を参照しつつ以下に示す。
【００３３】
　この実施形態に係る携帯用シート状物であるモバイルホワイトボードＷ２は、図８～図
１７に示すように、開き姿勢（ｏ）及び接近して対面する閉じ姿勢（ｃ）をとり得る対を
なす表紙部１１１、１１３を有した外装部材１０１と、この外装部材１０１の内面側に配
設され前記対をなす表紙部１１１、１１３に一端側の片半領域１１５及び他端側の片半領
域１１７がそれぞれ支持された状態で開き姿勢（ｏ）及び閉じ姿勢（ｃ）をとり得る表面
シート１０２と、前記閉じ姿勢（ｃ）において前記表面シート１０２の前記両片半領域１
１５、１１７間に位置する境界領域１１９が滑らかに湾曲し得るように前記外装部材１０
１と前記表面シート１０２との相対的な位置関係を調整するための相対位置調整手段１０
３とを具備してなる。前記相対位置調整手段１０３は、前記開き姿勢（ｏ）から前記閉じ
姿勢（ｃ）にいたる途上で、前記外装部材１０１に対する前記表面シート１０２の取付け
位置を相対的に移動させるようにしたものである。
【００３４】
　前記外装部材１０１は、前記対をなす表紙部１１１、１１３と、これら表紙部１１１、
１１３の基端に両側縁をヒンジ１３５を介して蝶着してなる背表紙部１２１とを備えたも
のである。詳述すれば、この外装部材１０１は、図９及び図１２に示すように、１枚の外
側シート１５７と、この外側シート１５７の内面に添接された表紙用の２枚の芯材１５９
、１６１と、これら両芯材１５９、１６１間に隙間を介して配され前記外側シート１５７
の内面に添接された背表紙用の１枚の芯材１６３と、これら２枚の表紙用の芯材１５９、
１６１の内面に添接された表紙用の内側シート１６５、１６７と、前記背表紙用の１枚の
芯材１６３の内面に添接された背表紙用の内側シート１６９とを具備してなる。
【００３５】
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　すなわち、前記両表紙部１１１、１１３は、前記外側シート１５７と、前記表紙用の芯
材１５９、１６１と、前記表紙用の内側シート１６５、１６７とを備えたものである。
【００３６】
　前記背表紙部１２１は、前記外側シート１５７と、前記背表紙用の芯材１６３と、前記
背表紙用の内側シート１６９とを備えたものである。この背表紙部１２１の両側縁には、
前記隙間に対応するヒンジ１３５を介して前記表紙部１１１、１１３が蝶着されている。
前記ヒンジ１３５は、前記外側シート１５７の前記隙間に対応する部位により構成されて
おり、この外側シート１５７が変形することにより前記表紙部１１１、１１３が前記背表
紙部１２１に対して回動しうるようになっている。
【００３７】
　なお、前記芯材１５９、１６１、１６３は、例えばＡＢＳ樹脂により作られており、前
記外側シート１５７及び前記内側シート１６５、１６７、１６９は、例えばポリプロピレ
ンにより作られている。
【００３８】
　また、この外装部材１０１には、図１０及び図１１に示すように、第１のマグネット１
７１と、第２のマグネット１７３と、クリップ１７５と、第１のピン１７７と、第２のピ
ン１７９とが設けられている。
【００３９】
　前記第１のマグネット１７１は、同一構造をなす他のモバイルホワイトボードＷ２を隣
接させて使用する場合の位置決めを行うためのもので、図１３に示すように、前記表紙用
の芯材１５９、１６１の上下端部に形成された切欠１５９ａ、１５９ｂ、１６１ａ、１６
１ｂ内に収められている。すなわち、前記第１のマグネット１７１は、前記芯材１５９、
１６１と略同一の厚み寸法を有したシート状のもので、前記外側シート１５７と前記内側
シート１６５、１６７により挟持されて表紙部１１１、１１３に取り付けられている。
【００４０】
　前記第２のマグネット１７３は、表紙部１１１、１１３を閉じ姿勢に保持するためのも
ので、前記芯材１５９、１６１の回動端部に形成された切欠１５９ｃ、１６１ｃ内に収め
られている。すなわち、前記第２のマグネット１７３も、前記芯材１５９、１６１と略同
一の厚み寸法を有したシート状のもので、前記外側シート１５７と前記内側シート１６５
、１６７により挟持されて表紙部に取り付けられている。
【００４１】
　前記クリップ１７５は、後述する表面シート１０２の境界領域１１９の浮き上がりを防
止するためのもので、図１４に示すように、背表紙部１２１に着脱可能に埋設される取付
板１８１と、この取付板１８１の外方端に設けられた浮き上がり防止部１８３とを備えた
ものである。前記取付板１８１は、前記背表紙用の芯材１６３とほぼ同じ厚み寸法を有す
るもので、前記背表紙用の芯材１６３の上端部及び下端部に形成された切欠内１６３ａ、
１６３ｂに外側から着脱可能に挿入されるものである。前記浮き上がり防止部１８３は、
前記取付板１８１の外方端から起立する起立部分１８５と、この起立部分１８５の起立端
から背表紙１２１の内面に隙間を介して対面する鍔部分１８７とを備えたものである。前
記隙間の寸法は、前記表面シート１０２の厚み寸法よりも大きな値に設定されており、前
記鍔部分１８７と背表紙部１２１との間に表面シート１０２の境界領域１１９の縁部が遊
嵌するようになっている。
【００４２】
　前記第１のピン１７７は、前記表面シート１０２を一方の表紙部１１１に相対移動可能
に取り付けるためのもので、図１５に示すように、表紙部１１１に埋設されるアンカー部
１８９と、このアンカー部１８９の中心から起立する軸部１９１と、この軸部１９１の起
立端に設けられた頭部１９３とを備えたものである。前記アンカー部１８９は、前記表紙
用の芯材１５９とほぼ同じ厚み寸法を有するもので、前記表紙用の芯材１５９に穿設され
た円形孔１５９ｄ内に嵌合させた状態で前記外側シート１５７及び前記内側シート１６５
により挟持されている。前記軸部１９１は、前記内側シート１６５を貫通して外装部材１
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０１の内面側に突出するもので、この軸部１９１の起立端に形成された頭部１９３の下面
と内側シート１６５の表面との隙間は前記表面シート１６５の厚み寸法よりも大きく設定
されている。そして、この第１のピン１７７に、前記表面シート１０２を移動可能に係合
させている。すなわち、前記表面シート１０２の前記第１のピン１７７に対応する部位に
は、前記軸部１９１にスライド可能に係わり合う長孔１９５が形成されている。この長孔
１９５は、前記軸部１９１の直径に対応する幅寸法を有したもので、左右方向に伸びる形
状をなしている。以上説明した第１のピン１７７は、一方の表紙部１１３の回動端寄りの
上端近傍部及び下端近傍部にそれぞれ設けられている。
【００４３】
　前記第２のピン１７９は、前記表面シート１０２を他方の表紙部１１３に相対移動不能
に取り付けるためのもので、図１６に示すように、表紙部１１３に埋設されるアンカー部
１９７と、このアンカー部１９７の中心から起立する軸部１９９と、この軸部１９９の起
立端に設けられた頭部１４１とを備えたものである。前記アンカー部１９７は、前記表紙
用の芯材１６１とほぼ同じ厚み寸法を有するもので、前記表紙用の芯材１６１に穿設され
た円形孔１６１ｄ内に嵌合させた状態で前記外側シート１５７及び前記内側シート１６７
により挟持されている。前記軸部１９９は、前記内側シート１６７を貫通して外装部材１
０１の内面側に突出するもので、この軸部１９９の起立端に形成された頭部１４１の下面
と内側シート１６７の表面との隙間は前記表面シート１０２の厚み寸法よりも大きく設定
されている。そして、この第２のピン１７９に、前記表面シート１０２を移動不能に係合
させている。すなわち、前記表面シート１０２の前記第２のピン１７９に対応する部位に
は、前記軸部１９９に外嵌する円形孔１４３が形成されている。この円形孔１４３は、前
記軸部１９９の直径に対応する直径を有したものである。なお、この円形孔１４３の一部
には、この第２のピン１７９に対して表面シート１０２を着脱可能に取り付けるための変
形助長用の切り欠き部１４３ａが形成されている。すなわち、この円形孔１４３の直径は
前記第２のピン１７９の頭部１４１よりも小さく設定されているが、前記切り欠き部１４
３ａの存在により前記円形孔１４３の開口縁を変形させて、この円形孔１４３に前記頭部
１４１を通過させることができるようにしてある。以上説明した第２のピン１７９は、他
方の表紙部１１３の回動端寄りの上端近傍部及び下端近傍部にそれぞれ設けられている。
【００４４】
　前記表面シート１０２は、いわゆるホワイトボードシートと称される通常の材質のもの
で、その表面にマーカーにより筆記可能な白色不透明のシートである。この表面シート１
０２は、例えば、開き姿勢（ｏ）における前記外装部材１０１の大きさに略対応する寸法
のものである。すなわち、この表面シート１０２の一方の片半領域１１５は前記第１のピ
ン１７７を介して一方の表紙部１１１にスライド可能に添接され、他方の片半領域１１７
は前記第２のピン１７９を介して他方の表紙部１１３に相対移動不能に添接されている。
すなわち、前記相対位置調整手段１０３は、前記表面シート１０２の一端側の片半領域１
１５を前記一方の表紙部１１１に相対移動可能に取り付けるとともに、他端側の片半領域
１１７を前記他方の表紙部１１３に相対移動不能に取り付けたものである。この表面シー
ト１０２の両片半領域１１５、１１７間に位置する境界領域１１９は、前記外装部材１０
１には一切貼り付けられておらず、背表紙部１２１と独立して変形しうるようになってい
る。
【００４５】
　このモバイルホワイトボードＷ２を閉じ姿勢としたとき、両表紙部１１１、１１３の回
動端部間に、イレーザーＥやマーカーＭ等を収納するためのケースＣＣを保持できるよう
にしてある。このケースＣＣは、マーカ収納部とイレーザー収納部とを備えた箱形のもの
で、上面及び下面に、前記第２のマグネット１７３に吸着可能な金属板ＣＣ１が添接され
ている。また、上面及び下面には、前記第１及び第２のピン１７７、１７９の頭部１９３
、１４１が嵌合する位置決め用の凹部ＣＣ２が形成されている。
【００４６】
　このような構成のものであれば、図８及び図９に示すような閉じ姿勢（ｃ）にすれば全
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体がコンパクトになるため、便利に携帯することができる。また、このような閉じ姿勢（
ｃ）においては、表面シート１０２を保護することができ、その表面に傷が付くことを抑
制することもできる。
【００４７】
　このモバイルホワイトボードＷ２を使用する際には、まず、ケースＣＣを取り外した上
で、図１０及び図１１に示すように両表紙部１１１、１１３を開き姿勢（ｏ）にまで展開
する。この開き姿勢（ｏ）においては、前記表面シート１０２の両片半領域１１５、１１
７が対応する表紙部１１１、１１３により裏当て支持されるとともに、前記表面シート１
０２の境界領域１１９が背表紙部１２１により裏当て支持され、一枚の平面的なボードと
なる。このような使用状態から、もとの閉じ姿勢（ｃ）に戻して携帯する際には、以上の
説明と逆の操作により両表紙部１１１、１１３を閉じればよいが、このような動作を繰り
返しても、前記表面シート１０２にはスジや折り癖が発生することがない。すなわち、図
１０及び図１１に示す開き姿勢（ｏ）においては、背表紙部１２１と表紙部１１１、１１
３とが表面シート１０２にほぼ密着した状態で裏当て支持しているが、表紙部１１１、１
１３を閉じていく途上においては、前記表面シート１０２が前記外装部材１０１に対して
スライドするため、湾曲しつつある表面シート１０２の境界領域１１９が強く背表紙部１
２１に押し付けられることがない。また、表紙部１１１、１１３が図８及び図９に示すよ
うな閉じ姿勢（ｃ）に達した場合も、湾曲した表面シート１０２の境界領域１１９に背表
紙部１２１から無理な力が作用することがない。そのため、表面シート１０２の境界領域
１１９は常に平面状態と滑らかに湾曲した状態との間で変形することになり、表面シート
１０２にスジや折り癖がつくのを防止又は抑制することができる。
【００４８】
　また、このような構成のものであれば、表面シート１０２が外装部材１０１に対して着
脱可能であるため、表面シート１０２を新しいものに交換したり、色の異なる別仕様のも
のと取り替えたりすることが容易となる。さらに、前記表面シート１０２を外装部材１０
１に接着していないため、表面シート１０２と外装部材１０１との間に他の用紙やシート
を介在させることもできる。そのため、表面シート１０２を透明な材料で構成した上で、
図１７に想像線で示すようにこの表面シート１０２と前記外装部材１０１との間に図形や
文字などを記載した用紙Ｐを介在させることにより、表面シート１０２によりその図形や
文字をトレースしたりその字形や文字を利用して他の表示を加えたりすることが可能にな
る。
【００４９】
　さらに、このような構成のものであれば、前記第１及び第２のマグネット１７１、１７
３を利用して、外装部材１０１及び表面シート１０２を開き姿勢（ｏ）としたモバイルホ
ワイトボードＷ２を、壁面等に支持させた状態で使用することもできる。
【００５０】
　＜第３の実施形態＞
　以下、本発明の第３の実施形態について、図１８～図２３を参照しつつ説明する。
【００５１】
　この実施形態に係る携帯用シート状物であるモバイルホワイトボードＷ３は、図１８～
図２３に示すように、開き姿勢（ｏ）及び接近して対面する閉じ姿勢（ｃ）をとり得る対
をなす表紙部２１１、２１３を有した外装部材２０１と、この外装部材２０１の内面側に
配設され前記対をなす表紙部２１１、２１３に一端側の片半領域２１５及び他端側の片半
領域２１７がそれぞれ支持された状態で開き姿勢（ｏ）及び閉じ姿勢（ｃ）をとり得る表
面シート２０２と、前記閉じ姿勢（ｃ）において前記表面シート２０２の前記両片半領域
２１５、２１７間に位置する境界領域２１９が滑らかに湾曲し得るように前記外装部材２
０１と前記表面シート２０２との相対的な位置関係を調整するための相対位置調整手段２
０３とを具備してなる。前記相対位置調整手段２０３は、前記閉じ姿勢（ｃ）において、
前記外装部材２０１側に前記表面シート２０２との干渉を防止又は抑制するための逃がし
窓２４５が形成されるようにしたものである。



(11) JP 2017-100416 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

【００５２】
　前記外装部材２０１は、前記対をなす表紙部２１１、２１３と、これら表紙部２１１、
２１３の基端に両側縁をヒンジ２３５を介して蝶着してなる上下の背表紙部２２１、２２
２とを備えたものである。詳述すれば、この外装部材２０１は、図２０～図２２に示すよ
うに、１枚の外側シート２５７と、この外側シート２５７の内面に添接された表紙用の２
枚の芯材２５９、２６１と、これら両芯材２５９、２６１間に隙間を介して配され前記外
側シート２５７の内面に添接された背表紙用の上下２枚の芯材２６３、２６４と、前記２
枚の表紙用の芯材２５９、２６１の内面に添接された表紙用の内側シート２６５、２６７
と、前記背表紙用の２枚の芯材２６３、２６４の内面に添接された背表紙用の内側シート
２６９、２７０とを具備してなる。すなわち、前記両表紙部２１１、２１３は、前記外側
シート２５７と、前記表紙用の芯材２５９、２６１と、前記表紙用の内側シート２６５、
２６７とを備えたものである。前記背表紙部２２１、２２２は、前記外側シート２５７と
、前記背表紙用の芯材２６３、２６４と、前記背表紙用の内側シート２６９、２７０とを
備えたものである。なお、下側の背表紙部２２２を構成する背表紙用の芯材２６４及び背
表紙用の内側シート２７０は、図示を省略しているが、それぞれ上側の背表紙部２２１を
構成する背表紙用の芯材２６３及び背表紙用の内側シート２６９と同様の構成を有する。
そして、この背表紙部２２１、２２２の両側縁には、前記隙間に対応するヒンジ２３５を
介して前記表紙部２１１、２１３が蝶着されている。前記ヒンジ２３５は、前記外側シー
ト２５７の前記隙間に対応する部位により構成されており、この外側シート２５７が変形
することにより前記表紙部２１１、２１３が前記背表紙部２２１、２２２に対して回動し
うるようになっている。また、この外装部材２０１は、前記上下の背表紙部２２１、２２
２間に前記逃がし窓２４５が形成されており、この逃がし窓２４５に対をなす扉２４７、
２４９が開閉可能に設けられている。
【００５３】
　詳述すれば、前記逃がし窓２４５は、前記上下の背表紙部２２１、２２２間に形成され
る長方形状のもので、前記開き姿勢（ｏ）においては、図１９及び図２１に示すように、
前記扉２４７、２４９により塞がれている。前記扉２４７、２４９は、図２０及び図２１
に示すように、前記外側シート２５７とこの外側シート２５７の内面側に添接され前記表
紙部の芯材２５９、２６１と連続する扉用の芯材２６０、２６２と、この扉用の芯材２６
０、２６２の内面に添接され前記表紙用の内側シート２６５、２６７と連続する扉用の内
側シート２６６、２６８とを備えたものである。すなわち、これらの扉２４７、２４９は
、図１９に示すように、上下の背表紙部２２１、２２２との境界に形成された上下の横分
断線２５１、２５３と、これら両分断線２５１、２５３の中央位置同士を結ぶ縦分断線２
５５とにより相互に分断されており、一方の扉２４７は一方の表紙部２１１と一体的に回
動し、他方の扉２４９は他方の表紙部２１３と一体的に回動しうるようになっている。換
言すれば、前記相対位置調整手段２０３は、前記開き姿勢（ｏ）において前記扉２４７、
２４９が前記表紙部２１１、２１３と略面一に連続して前記逃がし窓２４５を塞ぐととも
に、前記閉じ姿勢（ｃ）において前記扉２４７、２４９が前記表紙部２１１、２１３の閉
じ動作を利用して前記逃がし窓２４５を開放する位置まで開くように構成されたものであ
る。
【００５４】
　なお、前記芯材２５９～２６４は、例えばＡＢＳ樹脂により作られており、前記外側シ
ート２５７及び前記内側シート２６５～２７０は、例えばポリプロピレンにより作られて
いる。
【００５５】
　前記表面シート２０２は、いわゆるホワイトボードシートと称される通常の材質のもの
で、その表面にマーカーにより筆記可能な白色不透明のシートである。この表面シート２
０２は、例えば、開き姿勢（ｏ）における前記外装部材２０１の大きさに略対応する寸法
のものである。すなわち、この表面シート２０２の一方の片半領域２１５は一方の表紙部
２１１に相対移動不能に添接され、他方の片半領域２１７は他方の表紙部２１３に相対移
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動不能に添接されている。この表面シート２０２の両片半領域２１５、２１７間に位置す
る境界領域２１９は、前記外装部材２０１には一切貼り付けられておらず、背表紙部２２
１と独立して変形しうるようになっている。なお、この表面シート２０２の前記背表紙部
２２１、２２２に対応する部位には切欠２０２ａ、２０２ａが設けられており、これら切
欠間２０２ａ、２０２ａに位置する前記境界領域２１９が前記逃がし窓２４５に対応して
いる。
【００５６】
　このような構成のものであれば、図１８及び図２０に示すような閉じ姿勢（ｃ）にすれ
ば全体がコンパクトになるため、便利に携帯することができる。また、このような閉じ姿
勢（ｃ）においては、表面シート２０２を保護することができ、その表面に傷が付くこと
を抑制することもできる。このモバイルホワイトボードＷ３を使用する際には、まず、図
１９、図２１及び図２２に示すように両表紙部２１１、２１３を開き姿勢（ｏ）にまで展
開する。この開き姿勢（ｏ）においては、前記表面シート２０２の両片半領域２１５、２
１７が対応する表紙部２１１、２１３により裏当て支持されるとともに、前記表面シート
２０２の境界領域２１９が前記扉２４７、２４９により裏当て支持され、一枚の平面的な
ボードとなる。このような使用状態から、もとの閉じ姿勢（ｃ）に戻して携帯する際には
、以上の説明と逆の操作により両表紙部２１１、２１３を閉じればよいが、このような動
作を繰り返しても、前記表面シート２０２にはスジや折り癖が発生することがない。すな
わち、図１９、図２１及び図２３に示す開き姿勢（ｏ）においては、表紙部２１１、２１
３と扉２４７、２４９とが表面シート２０２にほぼ密着した状態で該表面シート２０２を
裏当て支持しているが、表紙部２１１、２１３を閉じていく途上においては、前記表紙部
２１１、２１３の回動に伴って扉２４７、２４９が外方に回動して逃がし窓２４５を開放
していくことになる。そのため、湾曲しつつある表面シート２０２の境界領域２１９が逃
がし窓２４５を通して外部に膨出することになるので、湾曲しつつある表面シート２０２
の境界領域２１９が強く外装部材２０１に押し付けられることがない。また、表紙部２１
１、２１３が図１８及び図２０に示すような閉じ姿勢（ｃ）に達した場合も、湾曲した表
面シート２０２の境界領域２１９に外装部材２０１から無理な力が作用することがない。
そのため、表面シート２０２の境界領域２１９は常に平面状態と滑らかに湾曲した状態と
の間で変形することになり、表面シート２０２にスジや折り癖がつくのを防止又は抑制す
ることができる。
【００５７】
　しかも、この実施形態によれば、外側シート２５７、芯材２５９～２６４及び内側シー
ト２６５～２７０からなる三層構造のボードに２本の横分断線２５１、２５３及び１本の
縦分断線２５５を形成するだけで、外装部材２０１に相対位置調整手段２０３を構成する
ことができるので、少ない部品点数により所期の目的を達成することができる。
【００５８】
　以上の説明では、２本の横分断線２５１、２５３と１本の縦分断線２５５とにより２枚
の扉を形成する場合について説明したが、図２４に示すモバイルホワイトボードＷ３’の
ように、２本の横分断線２５１、２５３とこれら２本の横分断線２５１、２５３の一端部
間に形成された１本の縦分断線２５６とにより１枚の扉２４８を構成するようにしてもよ
い。このような構成によれば、開き姿勢において、図２５に示すように、前記扉２４８が
一方の表紙部２１１と一体的に開成することになり、図１８～図２３に示した実施形態に
準じた効果を得ることができる。ここで、図２４及び図２５に示すモバイルホワイトボー
ドは、前述した点以外は、図１８～図２３に示した実施形態に係るものに準じた構成を有
するので、同一又は相当する部分に同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。
【００５９】
　なお、本発明は以上に述べた実施形態に限らない。
【００６０】
　例えば、相対位置調整手段は、前述した第１～３の実施形態に係る構成のものに限らず
、閉じ姿勢において表面シートの両片半領域間に位置する境界領域が滑らかに湾曲し得る
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ように外装部材と前記表面シートとの相対的な位置関係を調整する機能を有するものであ
ればどのようなものであってもよい。
【００６１】
　前記相対位置調整手段が、開き姿勢から閉じ姿勢にいたる途上で、外装部材の実質的な
長さ寸法及び表面シートの実質的な長さ寸法の少なくとも一方を変化させるものである場
合に、具体的な構成は、前述した第１の実施形態に係る構成のものに限らず、どのような
構成のものであってもよい。
【００６２】
　例えば、図２、図４及び図６には、圧縮コイル型のスプリングを用いた態様を示してい
るが、板ばねや、弾性を有する線材を用いたスプリングを用いてもよい。また、このよう
なスプリングは省略することも可能である。さらに、開閉動作に連動して外装部材の実質
的な長さ寸法を変更するための機構としては、歯車やラックピニオンなどの機構を用いた
ものも考えられる。
【００６３】
　また、背表紙部に、該背表紙部と別体をなす連結板を蝶着し、連結板を前記表紙部の内
部空間にスライド可能に嵌合させる以外に、以下のような態様を採用してもよい。すなわ
ち、背表紙部に、樹脂ヒンジや折れ線を介して連結板を回動可能に接続するようにしても
よい。また、背表紙部と連結板とをヒンジや折れ線を介さずに一体に構成しておき、前記
背表紙部の湾曲変形により前記連結板が表紙部とともに回動しうるようにしてもよい。さ
らに、連結板を、背表紙部の一方の側縁にのみ設けるようにしてもよい。すなわち、この
場合には、前記背表紙部の他方の側縁を対応する表紙部に基端に回動可能に連接しておき
、前記連結板を他方の表紙部の内部空間にスライド可能に嵌合させるようにしてもよい。
【００６４】
　一方、表面シートの実質的な長さ寸法を変化させるための態様の一例として、表面シー
トを複数の部位に分断し、それらの部位同士をスライド可能に連結する態様と、表面シー
ト自体を伸縮可能な材料により構成する態様とが考えられる。表面シートを複数の部位に
分断する態様としては、次の２つの態様が考えられる。第１の態様にかかる表面シートと
しては、一端部を外装部材の一方の表紙部の開動端部に固定し他端部を自由端としたシー
ト状の第１の部位と、外装部材の他方の表紙部の回動端部に固定した状態で設けられ、前
記他方の表紙部の基端側に向けて開口する袋状をなし、内部に前記第１の部位をスライド
可能に包持する第２の部位とを有したものが考えられる。第２の態様に係る表面シートは
、左右両端を自由端とし、表面シート全体の大部分の面積を示す中間の部位と、外装部材
の回動端部にそれぞれ固定され前記中間の部位の自由端をスライド可能に包持する袋状の
部位とを備えたものが考えられる。前記第２の部位及び袋状の部位は、可及的に左右の幅
寸法が狭いものであることが望ましい。表面シート自体を伸縮可能な材料により構成する
態様の場合、表面シートの境界領域以外を部分的に伸縮させるのが望ましい。
【００６５】
　前記相対位置調整手段が、前記開き姿勢から前記閉じ姿勢にいたる途上で、前記外装部
材に対する前記表面シートの取付け位置を相対的に移動させるようにしたものである場合
も、具体的な構成は、前述した第２の実施形態に係る構成のものに限らず、どのような構
成のものであってもよい。
【００６６】
　例えば、前記外装部材の両表紙部の回動端寄りの上端近傍部及び下端近傍部に表面シー
トを相対移動可能に取り付けておくとともに、該外装部材の背表紙部の左右方向中央に、
表面シートを部分的に止着するようにしてもよい。より具体的には、前記外装部材の両表
紙部の回動端寄りの上端近傍部及び下端近傍部に前記第２実施形態における第１のピン、
該外装部材の背表紙部の左右方向中央における上端近傍部及び下端近傍部に前記第２実施
形態における第２のピンをそれぞれ設け、前記表面シートの前記第１のピンに対応する部
位には該第１のピンの軸部にスライド可能に係わり合う長孔を、前記第２のピンに対応す
る部位には該第２のピンの軸部に外嵌し該軸部の直径に対応する直径を有する円形孔を設
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けるようにするとよい。また、前述した第２の実施形態では、表面シートの境界領域の浮
き上がりを防止するために、外装部材にクリップを設けているが、このクリップは必ずし
も設ける必要はない。
【００６７】
　さらに、前記相対位置調整手段が、前記閉じ姿勢において、前記外装部材側に前記表面
シートとの干渉を防止又は抑制するための逃がし窓が形成されるようにしたものである場
合も、具体的な構成は、前述した第３の実施形態や図２４及び図２５を参照しつつ説明し
た形態に係る構成のものに限らず、どのような構成のものであってもよい。
【００６８】
　加えて、外装部材における端縁以外の部位、例えば背表紙部の長手方向中央部等にもマ
グネットを埋設し、このマグネットを利用してマーカー等を保持できるようにしてもよい
。
【００６９】
　上述した第１及び第３の実施形態においては、外装部材へ表面シートを相対移動不能に
添接させる態様が種々考えられる。すなわち、表面シートの両側縁のみを外装部材に接着
剤を用いて、あるいは溶着等の方法により固定してもよく、また、表面シートの筆記面と
反対側の面全体を外装部材に接着してもよい。もちろん、表面シートの筆記面と反対側の
面の複数箇所に接着剤を間欠的に塗布し、表面シートを外装部材に接着するようにしても
よい。
【００７０】
　上述した第１～第３の実施形態では、表面シートを閉じ姿勢とした際に境界領域が弓な
りに湾曲しているが、表面シートを閉じ姿勢とした際における境界領域の形状は、弓なり
に湾曲したものに限らず、境界領域の表面の全体が滑らかに連続した状態を保ちつつ曲が
っているものであれば、どのようなものであってもよい。
【００７１】
　そして、ホワイトボードに限らず、携帯用の黒板といった表面シート状に筆記を行うこ
とが可能な携帯用シート状物等、携帯用シート状物全般に本発明を適用してももちろんよ
い。
【００７２】
　その他、本発明の趣旨を損ねない範囲で種々に変更してよい。
【符号の説明】
【００７３】
　Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３…モバイルホワイトボード（携帯用シート状物）
　１、１０１、２０１…外装部材
　２、１０２、２０２…表面シート
　３、１０３、２０３…相対位置調整手段
　１１、１１１、２１１…一方の表紙部
　１３、１１３、２１３…他方の表紙部
　１５、１１５、２１５…一端側の片半領域
　１７、１１７、２１７…他端側の片半領域
　１９、１１９、２１９…境界領域
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